
福井県建設工事共同企業体実施要領 
 

 

第１章 総  則 

 

 （趣旨） 

第１ この要領は、福井県が発注する建設工事（以下「工事」という。）における共同企業体の適正

な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。 

 

 （共同企業体運用の基本方針） 

第２ 共同企業体の運用に当たっては、その効果的な活用に資するため次の基本方針に沿った運用

を確保するものとする。 

（１）共同企業体活用目的の限定 

   工事の発注に当たっては単体企業への発注を原則とし、共同企業体の活用は単体企業による

施工に比べてより効果的な施工が確保できると認められるような工事についてのみ行うものと

する。 

（２）等級別発注制度の合理的運用 

   共同企業体を活用する場合においても、等級別発注制度の合理的運用が損なわれないように

配慮するものとする。 

（３）活用目的の達成 

   共同企業体のすべての構成員が技術者を適正に配置することにより、共同施工体制の維持お

よび円滑な運営が確保され、共同企業体の活用目的が達成されるよう努めるものとする。 

 

 （共同企業体の方式） 

第３ 共同企業体の方式は次のとおりとする。 

（１）特定建設工事共同企業体 

   大規模かつ技術的難度の高い特定の工事を共同施工することを目的として結成された共同企

業体で、構成員相互の技術力により施工能力を増大するとともに工事の安定的施工を図るもの

である。 

（２）経常建設共同企業体 

   優良な中小建設業者が、工事を年間を通じて共同施工することを目的として結成された共同

企業体で、構成員の継続的な協業関係を確保することにより、その施工能力および経営能力の

強化を図るものである。 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 特定建設工事共同企業体 

 

 （対象工事） 

第４ 特定建設工事共同企業体（以下この章において「企業体」という。）を契約の相手方とするこ

とができる工事（以下「対象工事」という。）は、次の各号のいずれかに該当し、知事が指定し

た工事とする。 

（１）大型工事 

   土木一式工事および鋼橋工事   概ね３億円以上 

   建築一式工事          概ね４億円以上 

   上記以外の工事         概ね２億円以上 

（２）その他の工事 

   研究開発型工事、実験型工事等。 

 

 （構成員の資格） 

第５ 企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。 

（１）当該工事に対応する業種について、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第３条に規定する建設業許可を有しての営業年数が３年以上あること。 

（２）代表者については、当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請もしくは共同企

業体の代表者、または構成員としてこれに準ずる実績があり、かつ当該工事と同種の工事を施

工した経験があること。 

（３）法第２６条に規定する当該工事に対応する業種に係る監理技術者または国家資格を有する主

任技術者を工事現場に専任で配置しうること。 

（４）当該工事に対応する業種につき、「建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等」 

（平成１０年福井県告示第７４９号。以下「告示」という。）の第６第２号に定める福井県競争

入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に原則として最上位等級に登載されている

こと。 

 

（企業体の構成） 

第６ 企業体は次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。 

（１）企業体の構成員は対象工事毎に知事が定めるものとし、２または３社とする。ただし、一定

規模以上の大規模工事については、例外として５社以内とすることができる。 

（２）企業体の構成員は、同一工事に係る他の企業体の構成員でないこと。 

（３）構成員の最小出資比率は、構成員が２社のときは３０パーセント以上、３社のときは２０パ

ーセント以上、４社のときは１５パーセント以上、５社のときは１２パーセント以上であるこ

と。 

（４）企業体の代表者は構成員の中で最も大きな施工能力を有するものであり、出資比率は最大で

あること。 

 

 

 



（資格審査の申請） 

第７ 知事は、企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめ、その旨および次の各号

に掲げる事項を公示し、資格審査の申請を行わせるものとする。 

（１）特定建設工事共同企業体による工事である旨および当該工事名 

（２）工事場所 

（３）工事の概要 

（４）資格審査申請書の受付期間および受付場所 

（５）特定建設工事共同企業体の構成員の資格、企業体の構成 

（６）資格の有効期間 

（７）その他必要事項 

 

２ 資格審査申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。 

（１）特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書（様式第１号） 

（２）経営規模等総括表（様式第２号） 

（３）構成員全員の前項の公示において指定した経営事項審査結果通知書の写し 

（４）共同企業体協定書 

 

 （格付け） 

第８ 知事は第７により申請を受理したときは、第７の２（３）に掲げる書類に基づき、第７の２

（２）に掲げる書類により審査の上、資格者名簿に登載するものとする。 

 

 （指名等） 

第９ 知事は、指名競争入札に付する場合には、第８により資格者名簿に登載された企業体のなか

から指名することとする。 

２ 前項により指名する企業体の数が５未満の場合は、第７の手続きを経て補充するものとする。 

 

 （企業体の有効期間） 

第１０ 企業体の有効期間は、当該工事の入札の結果落札した企業体については当該工事が完了し

企業体の精算が終了するまでとし、その他の企業体については請負契約が締結した日までとす

る。 

 

 （変更の届出） 

第１１ 企業体は第７により申請した事項に変更があった場合には、告示第７の規定により速やか

に知事に届け出なければならない。 

 

 （企業体に対する通知等） 

第１２ 企業体に対する各種通知、工事の監督、請負代金の支払等の行為についてはすべて企業体

の代表者に対して行うものとし、代表者に対して通知等を行った場合には他の構成員にも通知

等があったものとみなす。 

 



第３章 経常建設共同企業体 

 

 （対象工事） 

第１３ 経常建設共同企業体（以下この章において「企業体」という。）に対する工事の発注は単体

企業に対する発注に準ずるものとし、当該企業体が格付けされた等級に対応する工事を対象工

事とする。 

 

 （構成員の資格および企業体の結成） 

第１４ 企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。 

（１）企業体を結成し工事の競争入札に参加するため資格者名簿に登載を希望する業種（以下「登

載業種」という。）につき、法第３条の許可を有しての営業年数が３年以上あり、法第２７条の

２３に基づく経営事項審査の申請をしていること。 

（２）登載業種について、元請としての実績があること。 

（３）主たる営業所の所在地を管轄区域とする土木事務所が同一である県内建設業者であること。 

   ただし、県外建設業者で県内に営業所を有し、その営業所の所在地を管轄区域とする土木事

務所が同一である者と企業体を結成することができる。 

（４）法第２６条に規定する登載業種に係る監理技術者または主任技術者となることができる者を

工事現場毎に専任で配置しうること。 

（５）一の建設業者が２以上の企業体の構成員とならないこと。 

（６）資格者名簿において同一等級または直近等級に属する者との組合せにより企業体を結成する

こと。 

（７）企業体の代表者は構成員において定める者とし、構成員の最小出資比率は構成員が２社のと

きは３０パーセント以上、３社のときは２０パーセント以上であること。 

 

 （構成員の数） 

第１５ 企業体の構成員は２社または３社とする。 

 

 （資格審査） 

第１６ 資格審査については、告示に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

 （企業体に対する通知等） 

第１７ 第１２の規定は企業体に準用する。 

 

 



（附則） 

１ この要領は、平成３年５月１日から施行する。 

２ 「共同企業体に関する実施要領」（昭和５１年４月１４日監第２５９号副知事通達）以下「旧要

領」という。）は廃止する。 

３ この要領の施行の際、現に旧要領による専門施工型企業体を結成し資格審査の申請をしている

共同企業体、また現に工事を請け負っている専門施工型共同企業体は、この要領による特定建設

工事共同企業体とみなし、この要領により取扱うものとする。 

４ この要領の施行の際、現に旧要領による通年型共同企業体を結成し資格者名簿に登載されてい

る共同企業体、また現に工事を請け負っている通年型共同企業体は、この要領による経常建設共

同企業体とみなし、この要領により取扱うものとする。 

５ 旧要領による専門施工型企業体により施工された工事の継続工事については、第４の規定にか

かわらず、平成４年３月３１日までは旧要領の第３に規定する大型工事を対象工事として指定す

ることができるものとする。 

（附則） 

 この要領は、平成５年５月１日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成６年４月１日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成７年５月１５日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成８年４月１日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成８年７月１日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成９年１２月１日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成１０年１２月１５日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成１２年５月１日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成１４年１１月１日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成２１年５月１日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、平成２７年５月１日から施行する。 

（附則） 

 この要領は、令和５年５月１日から施行する。 

 


